
第１4９号（１）労基報よっかいち２０２５年１月１日

　新年あけましておめでとうございます。
　皆々様、新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　日頃は当協会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、誠に有難うございます。
　引き続き変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

　さて本年は、「団塊の世代」と言われる８００万人全員が７５歳以上の後期高齢者となる「２０２５年問
題」が本格化する年とされております。
　「団塊の世代」は、第１次ベビーブームの時期に生まれ、さまざまな分野で日本の成長を牽引して
きました。この世代が７５歳以上を迎えることで、総人口１億２２５７万人のうち、約１８％が後期高齢者
となり、その人口が２，１８０万人に達します。急速な高齢化と人口減少が進む中で、私たちの社会は
大きな転換期を迎えています。
　これに並行して労働人口も減少していくとされ、企業はこれに対応するべく、働き方の見直し、
人手不足に対応するためのＤＸ活用はもちろんのこと、高齢化社会に向けてシニアの積極活用、
仕事と介護を両立するビジネスケアラーの支援の様な働きやすい環境の整備等を進めていくこ
とが重要な課題となっています。四日市市は中部圏の産業の中心地であり、この課題に率先して
取り組んでいかなければなりません。企業各社が変化を恐れず、積極的に向き合う姿勢が、新たな
時代の成功への鍵となることでしょう。
　迎えた今年は「巳年（みどし）」であります。
巳は蛇を意味し、脱皮を繰り返して成長する様子から、巳年は「新しい成長と変化」を象徴する年
とされています。
　四日市市においても駅前再開発が進み、今年１月末には、四日市市民公園がリニューアルされ、
１２月にはバスタ四日市と円形デッキが完成予定であり、新たな時代への変化と成長が期待される
年となることでしょう。
　今年一年が変化と成長の年、明るい年になりますこと、会員各位、皆様がご活躍され、発展され
ますことを祈念し、新年のご挨拶と致します。
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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。一般社団法人四日市労働基準協
会並びに会員の皆様には、旧年中、労働基準行政の推進につきまして、格
別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、最低賃金を含めた「賃上げ」は、政府全体として最重要課題となっ
ており、令和６年度の地域別最低賃金の改定額は、全国加重平均額で
１，０５５円、上昇額は５１円となり、昭和５３年度に目安制度が始まって以降

で最高額となりました。三重県最低賃金（時間額）は、５０円引き上げられ、令和６年１０月１
日から時間額１，０２３円となっており、労働基準監督署では、この改定を踏まえた最低賃金
の履行確保に取り組んでいるところです。また、賃上げに向けて、各種支援策・好事例等の
周知を行っています。
　また、令和６年４月１日からは、時間外労働の上限規制が、建設の事業、自動車運転の業
務等についても適用されています。これらの事業・業務に従事する労働者については、短い
工期の設定や荷物の積卸しの際の長時間の待機等といった取引慣行上の問題が長時間
労働の一因とされており、個 の々事業主の努力だけでは、上限規制の遵守に向けた取組を
結実させることが難しいものも未だ認められるところです。会員のみなさまにおかれましては、
引き続き発注者や荷主といった取引関係者として、取引慣行を見直し、適正な工期の設定や
荷待ち時間の削減等へのご理解とご協力をお願いします。
　令和６年の労働災害発生状況は、休業４日以上の死傷者数が１１月末時点で６６５人と
なっており、令和５年同期と比較して１.７％の増加となっています。労働災害による休業４日
以上の死傷者数のうち、６０歳以上の高年齢労働者が占める割合は、近年増加傾向にあり、
当署管内においても、３割を高年齢労働者が占める状況になっています。また、全産業にお
ける災害の内容をみると、転倒、腰痛など、いわゆる「行動災害」が全体の４割を占めていま
す。こうした状況を踏まえ、第１４次労働災害防止計画に基づき、「令和７年　死亡災害撲
滅・アンダー ７７７  ほくせい」を推進し、労働者の作業行動に起因する労働災害の防止対策、

スリーセブン

高年齢労働者の労働災害防止対策などを推進してまいります。
　また、精神障害の労災認定件数は、年々増加しています。会員のみなさまにおかれまして
は、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策、職場の環境改善にお取り組みいただきますようお
願いします。
　貴協会のお力添えをいただきながら適切に行政課題に対応していく所存ですので、皆様
のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後になりますが、本年が皆様にとっ
てより良い年になることを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

２０２５年１月１日労基報よっかいち（２）第１４９号

新春のご挨拶
四日市労働基準監督署長

三 浦　か を り



荷主の皆さま、トラック運送事業者の皆さまへ
2024 年 4 月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運
送事業法の一部を改正する法律」が成立するなど、トラックドライバーの荷待ち・荷役
時間の削減に向けた対策が本格化しています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では「自動車運転者の長時間労
働改善に向けたポータルサイト」内に「物流情報局」を開設しました。

第１４９号（３）労基報よっかいち２０２５年１月１日

　　三　重　県　最　低　賃　金
時間額１，０２３円（令和６年１０月１日発効）
特定（産業別）最低賃金（令和６年１２月２１日発効）

１,０３３円時間額三重県電線・ケーブル製造業最低賃金

１,０３１円時間額三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金

１,０４７円時間額
三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機
械器具製造業最低賃金

最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最 低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低低 賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金 ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが 改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定 さささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささ れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ ままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし最低賃金が改定されまし たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた



２０２５年１月１日労基報よっかいち（４）第１４９号

　事業主の皆さまへ
　　　労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

2025 年１月１日より以下の 7種類の報告について、
電子申請が原則義務化されます

解体・改修・各種設備工事を行う発注者・施工業者の皆さまへ
石綿（ アスベスト） の事前調査は施工業者（ 元請事業者 ） が必ず行う必要があります !

●   労働者死傷病報告
●   総括安全衛生管理者 /安全管理者 /衛生管理者 /産業医の選任報告
●   定期健康診断結果報告
●   心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
●   有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
●   有機溶剤等健康診断結果報告
●   じん肺健康管理実施状況報告

※　電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等
　帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用いただくとスムーズに申請ができます。
※　経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

「石綿総合情報ポータルサイト｣もご覧ください！
建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置、各種マニュアル、
石綿障害予防規則の概要、事前調査者の資格を得するための講習会情
報、関係行政機関のリンク先情報等、事業者・作業者・発注者や住民
の皆さまに向けた様々な情報を掲載しております。　

石綿（アスベスト）が含まれているかどうかの調査（事前調査）は、建築物の解体・改修工事
を行う前に、有資格者に行わせる必要があります。

「工作物｣の工事にかかる事前調査は令和 8 年 1 月 1 日以降着工の工事から
有資格者に行わせる必要があります。

〇　帳票入力支援サービスの利用方法に関する問い合わせは、「帳票入力支援サービスヘルプ
　デスク」までご連絡ください。
　　電話番号：03-5829-5921
　　e-mail　：chohyo-sup@grandunit.com
　　受付時間：8時 30分から 17時（土日祝・年末年始を除く）

電子申請の詳細は
こちらから

工作物石綿事前調査者の詳細は
こちらから
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令和６年  労働災害発生状況（休業４日以上の死傷者数）
四日市労働基準監督署
令和６年１１月末現在

　 対 前 年 比　
　 令 和 ６ 年　　 令 和 ５ 年　　　　　　　　　　　　　年　別

　業　　種 　 死 傷　　 死 亡　
％ 人 数  ％ 人 数 死傷者数死亡者数死傷者数死亡者数
＋１.７％＋１１人＋４００.０％＋４人６６５５６５４１  　合　　　　　　　　 計　   
−２４.５％−１３人４０５３食 料 品

製
　
　
　
造
　
　
　
業

＋２００.０％＋２人３１繊 維 工 業
−５０.０％−１人１２衣 服 そ の 他 繊 維
＋２００.０％＋２人３１木 材 ・ 木 製 品
＋３００.０％＋３人４１家 具 ・ 装 備 品
−８０.０％−４人１５パ ル プ ・ 紙 加 工 品
±０.０％±０人１１印 刷 ・ 製 本
＋１２２.２％＋１１人２０９化 学 工 業
−２５.０％−４人＋１人１２１１６窯 業 土 石 製 品
＋１１.１％＋１人＋１人１０１９鉄 鋼 業
＋３００.０％＋３人４１非 鉄 金 属
＋３６.４％＋８人３０２２金 属 製 品
−５０.０％−９人９１８一 般 機 械 器 具
−６６.７％−６人３９電 気 機 械 器 具
−１００.０％−１人１造 船 業
＋１５８.３％＋１９人３１１２造船業以外の輸送用機械等

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業
±０.０％±０人３３自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理 業
＋６６.７％＋４人１０６上 記 以 外 の 製 造 業
＋８.８％＋１５人＋２人１８５２１７０　　 小　 　 　 　 　 計　 　

＋２人２採 石 業鉱
業 −１００.０％−１人１上 記 以 外 の 鉱 業

＋１００.０％＋１人２１　　 小　 　 　 　 　 計　 　
−２７.３％−６人１６２２土 木 工 事

建
設
業

−１２.５％−１人７８木 造 家 屋 建 築 工 事
−５０.０％−１６人−１００.０％−１人１６３２１木 造 家 屋 以 外 の 建 築 工 事
＋７５.０％＋１５人＋３人３５３２０そ の 他 の 建 設 業
−９.８％−８人＋２００.０％＋２人７４３８２１　　 小　 　 　 　 　 計　 　
−１４.３％−１人６７旅 客 運 送 業

運
輸
業

＋１.２％＋１人８６８５道 路 貨 物 運 送 業
＋１００.０％＋２人４２港 湾 運 送 業
＋６.７％＋１人１６１５上 記 以 外 の 運 送 業
＋２.８％＋３人１１２１０９　　 小　 　 　 　 　 計　 　
±０.０％±０人２２林　 業第

一
次
産
業

−４４.４％−４人５９農 業 ・ 畜 産 業
水 産 業

−３６.４％−４人７１１　　 小　 　 　 　 　 計　 　
＋２６.６％＋１７人８１６４小 売 業商

業

第
三
次
産
業
等

＋１５０.０％＋９人１５６う ち 新 聞 販 売 業
−３３.３％−７人１４２１上 記 以 外 の 商 業
±０.０％±０人９９通 信 業
＋６６.７％＋２６人６５３９社 会 福 祉 施 設保

健
衛

生

業 ＋１２.５％＋２人１８１６医 療 保 健 業 ・ そ の 他
＋６６.７％＋２人５３旅 館 業接

客
娯
楽
業

−５２.９％−１８人１６３４飲 食 店
±０.０％±０人１０１０ゴ ル フ 業
−５０.０％−５人５１０上記以外の接客娯楽業
−３７.５％−３人５８ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業清

掃
業

±０.０％±０人１５１５産 業 廃 棄 物 処 理 業
−１４.３％−１人６７上記以外の清掃・と畜業
−４１.７％−５人７１２警 備 業
−１２.１％−４人２９３３上 記 以 外 の 事 業
＋１.４％＋４人２８５２８１　　 小　 　 　 　 　 計　 　

資料出所　　四日市労働基準監督署「死亡災害報告・労働者死傷病報告」   
注：死亡者数は内数であらわしたもの。　新型コロナウイルス感染症のり患者数（令和５年：６９人、令和６年：４１人）を除く。



２０２５年１月１日労基報よっかいち（６）第１４９号

　１１月２１日午後１時から四日市市文化
会館第２ホールにおいて、四日市地方産業
安全衛生大会＆優良勤労者表彰式を、四
日市労働基準監督署並びに三重産業保
健総合支援センターのご後援により、ご来賓
として三重労働局東総務部長、四日市労
働基準監督署三浦署長、四日市市商工農
水部石田部長、四日市商工会議所山下専
務理事、（一社）三重労働基準協会連合会
森専務理事のご臨席を賜り盛大に挙行いた
しました。
　式典は中野安全衛生委員の司会ではじまり、産業殉職者へ哀悼の意を表し全員で黙祷をささげた後、二
井安全衛生委員長の開会のことば、山崎会長の式辞の後、第一部に入りました。
　最初に、安全衛生活動に積極的に取り組み会長
表彰を受賞されることとなりました優良事業場４社・功
績者６名（Ｐ７参照）に会長から表彰状及び記念品
を授与いたしました。次いで、優良勤労者表彰が執り
行われ、総務委員会水原・中野両副委員長が被表
彰者全員（１５２名）のお名前を読み上げ、会長から
受賞者代表に表彰状及び記念品が授与されました。
受賞されました皆様誠におめでとうございます。ますま
すのご活躍を祈念申し上げます。引き続き草川嶺嗣
様に、３０年もの長きに亘り当協会の事業運営に携わ
りその功績及び永年に亘る御労苦に対し感謝状を授
与いたしました。表彰を終えた後、ご来賓の方 か々らご
祝辞をいただきました。
　第２部に入り、四日市労働基準監督署平田安全
衛生課長から｢労働安全衛生行政の動向について｣
のご講演をいただき、引き続き、特別講演として落語
家の立川志の春氏による｢落語と笑い｣と題する講演
を拝聴し、有意義な時間を過ごすことができました。
　特別講演の後、松井労働安全コンサルタント事務
所代表の陣頭指揮により、参会者全員が声高らかに、
「ゼロ災で行こう　ヨシ！」と指差唱和しました。その後
に、天羽安全衛生副委員長が大会宣言(案)を朗
読して採択されました。
　最後に岩間総務委員長の閉会のことばで本大会
の幕をおろしました。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

四日市地方産業安全衛生大会＆
優 良 勤 労 者 表 彰 式を開催



第１４９号（７）労基報よっかいち２０２５年１月１日

■■　講習・教育　■■

修了者数
（　）内
申込定員

種　　　　別
開催月日

日月

３６自由研削用といしの取替え等業務特別教育５

１０

３２ＫＹＴ実践研修８

３４アーク溶接等業務特別教育１８～２０

５０フルハーネス型安全帯使用作業特別教育２４

４９保護具着用管理責任者教育２８

３２職長等教育［建設業を除く］３０～３１

１９安全衛生推進者養成講習５～６

１１ ３２特定粉じん作業従事者特別教育１２

３１職長等教育［建設業を除く］２５～２６

２０保護具着用管理責任者教育４

１２

９０フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育５

３８クレーン運転業務特別教育６・８

３０安全管理者選任時研修１０～１１

２３産業用ﾛﾎ゙ｯﾄの教示等の業務特別教育１３～１４

３２職長等教育［建設業を除く］１９～２０

３３ＫＹＴ実践研修２４

（５０）フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育１４

令
和
７年
/１

（３２）職長等教育［建設業を除く］１６～１７

（３２）職長・安全衛生責任者教育２１～２２

（３６）自由研削用といしの取替え等業務特別教育２５

（５０）化学物質管理者研修（製造事業場以外の事業場）２８

（５０）保護具着用管理責任者教育２９

（３６）ＫＹＴ実践研修４

２

（９０）フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育５

（３８）産業用ﾛﾎ゙ｯﾄの教示等の業務特別教育７～８

（３４）アーク溶接等業務特別教育１４～１６

（３２）職長等教育［建設業を除く］１８～１９

（６０）低圧電気取扱業務特別教育２１

（４８）安全管理者選任時研修２７～２８

（３２）職長等教育［建設業を除く］４～５
３

（４０）クレーン運転業務特別教育７・９

（１３５）新入者安全衛生教育２・３・４

４
（３２）職長等教育［建設業を除く］１０～１１

（５０）保護具着用管理責任者教育２５

（３６）ＫＹＴ実践研修３０

　■■　協会のうごき　■■

場　　所事　　　　項
開催月日

日月

三重県文化会館三重県産業安全衛生大会１

１０ 当協会会議室総務委員会（第２回）１１

当協会会議室理事会（第２回）１６

当協会会議室正副委員長会議（第３回）１

１１ 当協会会議室編集委員会（第３回）〃

四日市市文化会館
第 二 ホ ー ル

四日市地方産業安全衛生大会＆
２１

優良勤労者表彰式

伊 勢 神 宮安全祈願祭１０令
和
７年
/１ 当協会会議室安全衛生セミナー（第２回）２４

当協会会議室正副委員長会議（第４回）３

２ 当協会会議室編集委員会（第４回）〃

当協会会議室労務管理講習会２５

当協会応接室会計監査１４

４
当協会会議室総務委員会（２０２５年度第１回）１６

当協会会議室安全衛生委員会（２０２５年度第１回）１８

当協会会議室理事会（２０２５年度第１回）２２

興

興

興

興
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令和６年度　安全・衛生優良事業場表彰及び個人表彰
（敬称略、順不同）

◎三重労働局長表彰
《奨励賞》
　ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 四日市事業所
《功績賞》
　佐藤　宗夫（林業・木材製造業労働災害防止協会四日市分会長）

◎(一社)三重労働基準協会連合会長表彰　　
《安全衛生優良事業場賞》
　株式会社イトジュ
　株式会社クスノキケミコ
《功労者賞》
　井川　　孝　（（一社）四日市労働基準協会 非常勤講師）
　佐藤　滋晃　（富士電機株式会社　三重工場）

◎(一社)四日市労働基準協会長表彰
《安全衛生優良事業場賞》
　サンレックス工業株式会社
　東ソー霞エンジ株式会社
　中島製茶株式会社
　北勢電気株式会社
《安全衛生功績者賞》
　藤井　一弘　（キオクシア株式会社四日市工場）
　福留　伯至　（協同海運株式会社）
　野村　直史　（宝酒造株式会社楠工場）
　浅場　弘之　（東芝産業機器システム株式会社三重事業所）
　増木　隆友　（東ソー物流株式会社四日市支社）
　木村　孝之　（（一社）四日市労働基準協会 非常勤講師）
《優良勤労者表彰》
　島田　竜生（株式会社ＪＥＲＡ 川越火力発電所）

ほか１５１名



１．会社概要
　株式会社ＥＮＥＯＳマテリアルは、日本を代表するエネル
ギー・資源・素材のリーディングカンパニーであるＥＮＥＯＳ
グループにおける素材事業を担う会社として、２０２２年４月
１日ＪＳＲ株式会社のエラストマー事業の事業分割により誕
生しました。そして２０２４年４月１日ＥＮＥＯＳ株式会社の機
能材事業を統合し、更に新たな一歩を踏み出しました。主な
製品は、合成ゴム、熱可塑性エラストマー、ラテックス、及び
その他原材料の研究開発、製造、販売を行っております。

２．四日市工場のご紹介
　四日市工場は、乳化重合スチレン・ブタジエンゴム（Ｅ−Ｓ
ＢＲ）、アクリロニトリル・ブタジエンゴム（ＮＢＲ）、ラテック
ス、溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（Ｓ−ＳＢＲ）等を生産
する国内主力工場です。また工場に加えて、研究開発の拠点
としての役割を有しております。合成ゴムの他にも、最近で
は急速に拡大が進む電気自動車（ＥＶ）にも用いられる、電池
用バインダーの開発も行っております。そして研究開発され
た製品をいち早く商業プラント化するために化学工学的な
アプローチで検討するプロセス開発部門も当工場にありま
す。当工場は、研究開発～プロセス開発～製造～品質保証と
弊社のバリューチェーンにおける主軸を成す工場としての
役割を担っております。

３．安全衛生活動の取り組み
１）リスクアセスメントの推進
　当工場では、種々の高圧ガスや危険物を貯蔵し取り扱っています。これらの取り扱い物質に
よる事故や災害を未然防止するために重要な活動がリスクアセスメント（リスクの摘出・評価）
になります。設備、作業、災害事例など、多面的かつ網羅性を確保しながらリスクを抽出し、
抽出したリスクはその被害の大きさや発生頻度に応じて優先度を決め、計画に反映させ対策を
講じています。また、特に重大なリスクが新たに見出された場合には速やかに対策を取り、リ
スクの低減を図っています。
２）保安防災および安全衛生教育
　社員への教育支援の環境整備を図ることを目的に、事業分割前の２００７年に研修センターを
設立しております。技能教育・ミニチュアプラント研修などの体感・実技講習を行い、保安管
理に関する知識・技能・感性の向上を図っています。また、労働安全衛生法に基づく法定教育
のほかに、新入社員研修・中堅社員研修・リーダーシップ研修などにおいても安全衛生に関す
る教育を行い、従業員の知識・技能・感性の向上に努めています。

４．おわりに
　今年度よりＥＮＥＯＳ　ホールディングス傘下の主要企業として新たなスタートを切りました。
中でも四日市工場はＥＮＥＯＳマテリアルの主力工場であり、安全・安定操業を継続することが最
も重要な使命です。地域住民の皆様をはじめ、行政並びに近隣各社の皆様の信頼を今後も築いて
いけます様、頑張ってまいります。

２０２５年１月１日労基報よっかいち（８）第１４９号

会員事業場のご紹介会員事業場のご紹介会員事業場のご紹介会員事業場のご紹介

素材における創造と革新を通じて
社会の発展と人々の暮らし、活力ある未来に貢献します。

　　　　　　　　　　　　　　株式会社ＥＮＥＯＳマテリアル　四日市工場

【四日市工場全景】

【四日市工場本館】
4FがENEOSマテリアルです


